
かかりつけの精神科医療機関あり

①うつ病等の患者のうち、自殺念慮がある。
②精神科受診が必要と考えられる。
③身体疾患の治療については、一般医療機関
で必要に応じて継続した診療が可能である。

□ 不眠（２週間以上、毎日継続）
□ 食欲低下
□ 倦怠感
□ 気分の落ち込み
□ 飲酒量の増加
□ 希死念慮
□ 自殺未遂歴

かかりつけの精神科医療機関あり

かかりつけの精神科医療機関なし
または

かかりつけの精神科医療機関に
早急に受診できない。

自殺未遂等

【事務局より
輪番精神科
病院へ連絡
調整する】
事務局から
の連絡を待
つ。

①「GPEネット事業のご案内」（パンフレット）を用いて予約
日時、受診先の精神科病院を伝え、必要事項を記載して患
者又は家族等に渡す。
②患者又は家族等から受診先の精神科病院に連絡し、受
診方法の確認をするよう伝える。
③「診療情報提供書兼受付票」原本を渡し、受診時に持参
するよう伝える。

事業利用
の同意あ

①患者又は家族等に、
GPEネット事業を利用した
精神科受診について説明
する。
②事業利用の同意の意思
を確認する。

事業利用の同意なし

精神科のかかりつけ医への受診勧奨

受入可能

受入不可

①救急医療機関での処置・治療が終了（見込み）
となる。
②精神科病院において早急に受診が必要と考え
られる。
③輪番精神科病院への移動手段が確保されてい
る。
④身体疾患の治療については、輪番精神科病院
で診療を開始した後であっても必要に応じて継続
した診療が可能である。

意思が確認できない 経過観察

□墜落
（飛びおり）

□飛び込み
（電車等）

□薬物
□切創・刺創
□ガス
□縊首
□その他
□不明

□意識障害
□酩酊状態 など

さいたま市自殺対策医療連携事業（GPEネット事業）

■事 務 局 さいたま市こころの健康センター

■住 所 〒330-0071
さいたま市浦和区上木崎４－４－１０

■専用電話 ０４８－７６２－８５９４（医療機関・行政相談機関専用）

■F A X ０４８－７１１－８９０７

■開設時間 月～金 ９：００～１７：００
（土、日、祝日、１２月２９日から１月３日を除く）

GPEネット：General physician-Psychiatry-Emergency medicine-Network

精神科のかかりつけ医への受診勧奨

①患者又は家族等に、GPEネット事業を
利用した精神科受診について説明する。
②事業利用の同意の意思を確認する。

事業利用の同意なし

事業利用
の同意あり

①事務局へ電話で
連絡する。
②「診療情報提供
書兼受付票」を個
人情報を伏せて
FAX等で送付する。

【事務局より
輪番精神科
診療所へ連
絡調整する】
事務局から
の連絡を待
つ。

受入可能
①「GPEネット事業のご案内」（パンフレット）を用いて予約
日時、受診先の精神科病院を伝え、必要事項を記載して
患者又は家族等に渡す。
②患者又は家族等から受診先の精神科病院に連絡し、受
診方法の確認をするよう伝える。
③「診療情報提供書兼受付票」原本を渡し、受診時に持参
するよう伝える。

事業非該当＊1 事業非該当＊1受入不可

かかりつけの精神科医療機関なし
または

かかりつけの精神科医療機関に
早急に受診できない。

事業非該当＊2

事業非該当＊2

①事務局へ電話で
連絡する。
②「診療情報提供
書兼受付票」を個
人情報を伏せて
FAX等で送付する。

＊2 事業非該当の患者について
必要に応じ、輪番外の精神科病院への調整を行う。
また、家族等には、医療機関や相談機関で対応方法について
相談できることを伝える。

＊1 事業非該当の患者について
希死念慮が継続するようであれば、早めに受診するよう伝える。

□本人
□家族等


